
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

同じピッチの少なくとも２種類以上の色のドットからなる、前記ピッ
チと同じレンズアレイを重ねることにより画像が現れるドットパターンを構成するそれぞ
れのドットに隣接し、ドットと等面積を有する補色の領域部分を設けた

ドットパターン表示媒体。
【請求項２】

【請求項３】
　

同じピッチの少なくとも２種類以上の色のドットからなる、前記ピッ
チと同じレンズアレイを重ねることにより画像が現れるドットパターンを構成するそれぞ
れのドットの近傍に、ドットと等面積を有する補色の領域部分を設けた

ことを特徴とするドットパターン表示媒体。
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周辺の、同じピッチの少なくとも２種類以上の色のドットからなるドットパターンを構
成するそれぞれのドットに隣接しドットと等面積を有する補色の領域部分を設けたドット
パターンと異なる、

ドットパターンを
潜像として設けてなる

　通常の画像の一部分に、同じピッチの少なくとも２種類以上の色のドットからなる、前
記ピッチと同じレンズアレイを重ねることにより画像が現れるドットパターンを構成する
それぞれのドットに隣接し、ドットと等面積を有する補色の領域部分を設けたドットパタ
ーンを潜像として設けてなるドットパターン表示媒体。

周辺の、同じピッチの少なくとも２種類以上の色のドットからなるドットパターンを構
成するそれぞれのドットに隣接しドットと等面積を有する補色の領域部分を設けたドット
パターンと異なる、

ドットパターンを
潜像として設けてなる



【請求項４】

【請求項５】
　ドットパターンを構成するそれぞれのドットが少なくとも２種類以上のスクリーン線数
の網点からなることを特徴とする請求項１ 記載のドットパターン表示媒体。
【請求項６】
　ドットパターンを構成するそれぞれのドットが少なくとも２種類以上のスクリーン角度
の網点からなることを特徴とする請求項１ 記載の記載のドットパターン表示
媒体。
【請求項７】
　ドットパターンを構成するそれぞれのドットが少なくとも２種類以上のスクリーン線数
、且つ少なくとも２種類以上のスクリーン角度の網点からなることを特徴とする請求項１

記載の記載のドットパターン表示媒体。
【請求項８】
　ドットパターンを構成するドットが互いに重なり合わないようにずらして形成したこと
を特徴とする請求項１ のいずれか１項に記載のドットパターン表示媒体。
【請求項９】
　ドットパターンをドットピッチと同じピッチのレンズアレイを通した場合に右目と左目
で別々の視差を有する画像が見えるように配置したことを特徴とする請求項１から請求項
８のいずれか１項に記載のドットパターン表示媒体。
【請求項１０】
　印刷またはプリンタを用いて請求項１～請求項 のいずれか１項に記載のドットパター
ン表示媒体を作製することを特徴とするドットパターン表示媒体の作製方法。
【請求項１１】
　請求項 記載のドッドパターン表示媒体の作製方法において、ドットパターンが表す
通常の画像の少なくとも一部分を同じピッチの少なくとも２種類以上の色のドットからな
る、前記ピッチと同じレンズアレイを重ねることにより画像が現れるドットパターンに変
更して設ける過程を具備していることを特徴とするドットパターン表示媒体の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ハエの目レンズやレンチキュラー等のレンズアレイにより隠し絵や遊びに用
いる画像のチェンジング、アニメーション、ステレオなどの画像を表示するドットパター
ンを有する表示媒体、さらに、証券媒体等のセキュリティー性を向上させる潜像やコピー
牽制の効果を有するドットパターン表示媒体およびその作製方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、絵柄中に文字等のパターンを忍ばせる方法としては、図９に示すように印刷絵柄
を構成する網点のスクリーン角度をパターンを形成する部分だけ変える方法がある。この
絵柄に網点が形成されたフィルム（９２）を当ててみると、スクリーン角度が同じ部分が
モアレを起こし、隠しパターン（９３）が現れる技術が用いられている。
　しかし、この方法では、同じ場所に入れることができる画像の数が限られ、色も単色に
限られる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　そこで、複数のカラー画像を潜像としてドットパターンで形成しレンズアレイを位置合
わせすると潜像が表示できるドットパターン表示媒体、さらに、このドットパターンを有
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　通常の画像の一部分に、同じピッチの少なくとも２種類以上の色のドットからなる、前
記ピッチと同じレンズアレイを重ねることにより画像が現れるドットパターンを構成する
それぞれのドットの近傍に、ドットと等面積を有する補色の領域部分を設けたドットパタ
ーンを潜像として設けてなるドットパターン表示媒体。

から４何れか

から４何れか

から４何れか

から４何れか
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する表示媒体がコピーされた場合には、それを検出することができ偽造、改竄を防止する
機能を有する表示媒体を提供することを課題とする。
　また、上記機能を利用して、有価証券類の真偽判定及び複製防止を図ることも課題とし
ている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明において上記の課題を解決するためになされた発明は、レンズアレイのレンズの
ピッチと同じピッチの少なくとも２種類以上の色のドットからなるドットパターンを設け
、前記レンズアレイを重ねることにより画像が現れるドットパターンを設けたことを特徴
とするドットパターン表示媒体を前提とするものである。
【０００５】
　まず、請求項１に記載の発明は、

同じピッチの少なくとも２種類以上
の色のドットからなる、前記ピッチと同じレンズアレイを重ねることにより画像が現れる
ドットパターンを構成するそれぞれのドットに隣接し、ドットと等面積を有する補色の領
域部分を設けた ドットパターン表示媒体である。

【０００６】
　また、請求項 に記載の発明は、

同じピッチの少なくとも２種類以上
の色のドットからなる、前記ピッチと同じレンズアレイを重ねることにより画像が現れる
ドットパターンを構成するそれぞれのドットの近傍に、ドットと等面積を有する補色の領
域部分を設けた ことを特徴とするドットパターン
表示媒体である。

【０００７】
　また、請求項 に記載の発明は、ドットパターンを構成するそれぞれのドットが少なく
とも２種類以上のスクリーン線数の網点からなることを特徴とする請求項１
に記載のドットパターン表示媒体である。
【０００８】
　また、請求項 に記載の発明は、ドットパターンを構成するそれぞれのドットが少なく
とも２種類以上のスクリーン角度の網点からなることを特徴とする請求項１
に記載のドットパターン表示媒体である。
【０００９】
　また、請求項 に記載の発明は、ドットパターンを構成するそれぞれのドットが少なく
とも２種類以上のスクリーン線数、且つ少なくとも２種類以上のスクリーン角度の網点か
らなることを特徴とする請求項１ に記載のドットパターン表示媒体である。
【００１０】
　また、請求項 に記載の発明は、ドットパターンを構成するドットが互いに重なり合わ
ないようにずらして形成したことを特徴とする請求項１ のいずれか１項に記
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周辺の、同じピッチの少なくとも２種類以上の色のド
ットからなるドットパターンを構成するそれぞれのドットに隣接しドットと等面積を有す
る補色の領域部分を設けたドットパターンと異なる、

ドットパターンを潜像として設けてなる
　また、請求項２に記載の発明は、通常の画像の一部分に、同じピッチの少なくとも２種
類以上の色のドットからなる、前記ピッチと同じレンズアレイを重ねることにより画像が
現れるドットパターンを構成するそれぞれのドットに隣接し、ドットと等面積を有する補
色の領域部分を設けたドットパターンを潜像として設けてなるドットパターン表示媒体で
ある。

３ 周辺の、同じピッチの少なくとも２種類以上の色のド
ットからなるドットパターンを構成するそれぞれのドットに隣接しドットと等面積を有す
る補色の領域部分を設けたドットパターンと異なる、

ドットパターンを潜像として設けてなる

　また、請求項４に記載の発明は、通常の画像の一部分に、同じピッチの少なくとも２種
類以上の色のドットからなる、前記ピッチと同じレンズアレイを重ねることにより画像が
現れるドットパターンを構成するそれぞれのドットの近傍に、ドットと等面積を有する補
色の領域部分を設けたドットパターンを潜像として設けてなるドットパターン表示媒体で
ある。

５
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載のドットパターン表示媒体である。
【００１１】
　また、請求項 に記載の発明は、ドットパターンをドットピッチと同じピッチのレンズ
アレイを通した場合に右目と左目で別々の視差を有する画像が見えるように配置したこと
を特徴とする請求項１ のいずれか１項に記載のドットパターン表示媒体であ
る。
【００１２】
【００１３】
　また、請求項 に記載の発明は、印刷またはプリンタを用いて請求項１～請求項 の
いずれか１項に記載のドットパターン表示媒体を作製することを特徴とするドットパター
ン表示媒体の作製方法である。
【００１４】
　また、請求項１ 記載の発明は、請求項 記載のドッドパターン表示媒体の作製方法
において、ドットパターンが表す通常の画像の少なくとも一部分を同じピッチの少なくと
も２種類以上の色のドットからなる、前記ピッチと同じレンズアレイを重ねることにより
画像が現れるドットパターンに変更して設ける過程を具備していることを特徴とするドッ
トパターン表示媒体の作製方法である。
【００１５】
【００１６】
【００１７】
　一般的にドットと網点とは同義語である。しかし、本明細書においては、発明を判り易
くするために、ドットは本発明のレンズアレイを重ねた時に表示される画像の構成要素と
なっている点（面積）を、網点は印刷分野で定義されている通常の点を指し、区別して表
現している。すなわち、網点が集合して一つの画像構成要素になって塊もドットと称して
いる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　以下、発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明で用いるレンズアレイの一種であるハエの目レンズの形状を示す平面図
である。また、図２は、図１のＸ－Ｘにおける断面図を示す。
【００１９】
　図１のハエの目レンズ（１１、２１）は、インテグラルフォトグラフィ（ＩＰ）や立体
テレビなどで用いられる複眼レンズであり、透明な平面板（１３、２３）の上に凸レンズ
（１２、２２）を敷き詰めた構造になっている。このハエの目レンズの作製方法としては
、透明な平面板に凸レンズを敷き詰める他に、金型を作製しての射出成形やプレス成形を
用いて作製する方法などが考えられる。
【００２０】
　本発明に用いるハエの目レンズを構成する凸レンズ（１２、２２）は、０．１ｍｍから
１０ｍｍ程度のピッチ幅をもつものが好ましく、その倍率は２倍から２０倍程度が好まし
い。
【００２１】
　図３はハエの目レンズに対応したドッドパターンを有する表示媒体（３０）を説明する
概念平面図を示し、レンズアレイの１個のサイズに対応する面積を本明細書ではセルと称
することとする。即ち、レンズの縦、横のピッチで囲まれた部分がセルであり、図３（ａ
）では３１がセルを示す。
　このセル（３１）中には複数の画像を構成するドットパターン（３２ａ，３２ｂ）を有
している。
　例えば、図３（ａ）において３２ａのドットパターンが「Ｔ」の画像を表示するドット
パターン、３２ｂのドットパターンが「Ｏ」の画像を表示するドットパターンであった場
合、図３（ｂ）に示すようにドットパターン表示媒体（３０）にハエの目レンズ（１１）
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を重ねて、レンズの焦点を３２ａのドットパターンに合わせると図４（ａ）に示す「Ｔ」
の画像が、ハエの目レンズを移動させ３２ｂのドットパターンにレンズの焦点を合わせる
と図４（ｂ）に示す「Ｏ」の画像が表示される。
【００２２】
　ドットパターンを構成するドットは、レンズのフォーカスサイズと同程度の大きさで設
ける。また、ドットパターンを構成するドットの色は何色でもよく、フルカラーのドット
によりドットパターンを形成し、ハエの目レンズを通して見た場合、フルカラーの画像が
現れる。
【００２３】
　図３のセル（３１）には、２画像を構成するドットしか示していないが、これ以上の画
像のドット数を形成して、レンズアレイを各ドットに重ねることで形成したドット数の画
像を表示させることは可能である。
【００２４】
　また、同一のセルに複数のドットを設けた場合、ハエの目レンズを構成する凸レンズの
ピッチ内でずらしてドットパターンを設けることにより、複数のドットを同じセルに設け
ることができる。
　これらのドットパターンは、レンズをどれか一つのドットパターンに合わせると、見る
角度を変えることにより、他のドットパターンの画像が現れる。このことを利用して、画
像が変化するチェンジング、画像が動きを持つアニメーションを実現する。
【００２５】
　図５は、潜像（隠し絵）を構成しているドットパターンをカモフラージュし、潜像を判
別できないようにし偽造、改竄を防止する機能を有するドットパターン表示媒体を説明す
る図である。
【００２６】
　図５（ａ）は、ドット（４２）に隣接しドットと補色で、且つドット（４２）と等面積
を有する領域部分（４３）を設けた疑似ドット（４１ａ）を示す。また図５（ｂ）は、４
１ａの疑似ドットとは反対に、４２に相当する４４の領域には前記疑似ドットの４３の色
に、４３に相当する４５の領域には前記ドット（４２）の色して、もう一方の疑似ドット
（４１ｂ）である。
【００２７】
　上記のような構成の疑似ドット（４１ａ，４１ｂ）は、ドットパターンがフルカラー画
像であっても遠目には単なる網点にしか見えなく、且つ両者は同じ色調に見えることで区
別がつかなく、単に画像構成要素である網点が形成されているとしか認識されず、どのよ
うな潜像画像が埋め込まれているか判らなくすることができる。
【００２８】
　従って、図５（ｃ）のように４１ａの疑似ドットで画像「Ｔ」を潜像（隠し絵）とし、
この周辺に４１ｂの疑似ドットを配置させると、どのような潜像（隠し絵）を埋め込ませ
てあるか肉眼で表示媒体を見た場合、判別が付きにくい。
　従って、潜像（隠し絵）が設けられていることが判らないと言う効果が生じ、証券類に
ドットパターンによる潜像（隠し絵）を設けておくことで偽造、改竄を防ぐことができる
。
【００２９】
　この図５では、ドットの形状及び疑似ドットの形状が矩形で示しているが、円形等どの
ような形状であってもよいが、通常は矩形、円形が一般的である。
【００３０】
　上記の図５において、ドットと隣接して異なる色を有する領域部を設けた場合であるが
、必ずしもドットと接している必要はなく、離れていても目の解像度より小さい距離であ
れば、同様な効果が得られる。更に、ドット（４２）と領域部分（４３）の色を互いに補
色関係にすると潜像（隠し絵）が判り難くなる。
【００３１】
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　図６の（ａ）、（ｂ）はドットパターンを構成するドットのスクリーン線数およびスク
リーン角度を変えた例であり、（ｃ）はスクリーン線数を変えたドットにより構成したド
ットパターンの例である。
　ドットは必ずしも、１個の点で形成されている必要はなく、小さな点の集合であっても
何ら差支えなく同様な効果が得られる。
【００３２】
　従って、網点面積率が同じであれば普通にハエの目レンズを通して見た場合には同じ様
に見えるが、コピーすると、線数が大きい或いは網点角度によって再現されるドットの濃
度が変わる。
　このことを利用してスクリーン線数および／もしくはスクリーン角度にドットによって
変化させたドットパターンを形成することにより、コピーされたものかどうか識別するこ
とができる。
【００３３】
　すなわち、スクリーン線数が細かな例えば３００線／ｉｎｃｈ以上の網点でドットを形
成した場合、複写機では解像できなく潰れてしまい、潰れたドットパターン（特定の画像
）が現れる。また、複写機の解像度は方向性によって異なる機種があるので、スクリーン
角度を変えることによっても、潰れが生じ同様に潰れたドットパターン（特定の画像）が
現れる。
【００３４】
　また、スクリーン線数及びスクリーン角度とを同時に変えてドットパターンを作製する
ことで、より複製困難になり偽造防止効果を高めることができる。
【００３５】
　レンズアレイをドットパターンに重ね合わせ、レンズアレイを構成している各レンズの
焦点位置とドットの位置が合致すればドットパターンで構成された潜像（隠し絵）を表示
できる。しかし、ドットが重なった場合は、重なった部分がノイズとなるので、鮮明に画
像を分離して表示させるにはドットが重なり合わないようにした方が良い。
　しかし、画像の分離を犠牲にしても、潜像（隠し絵）が埋め込まれていることを第３者
に知られないようにカモフラージュし、偽造、改竄を防止する場合には重なり有っていて
も構わない。
【００３６】
　このドットパターン表示媒体上にレンズアレイを置き、ドットパターンで構成された潜
像（隠し絵）が現れるか否かで真正品であるか、偽造されたものであるか判定でき、有価
証券等の偽造防止対策の１手段として利用可能である。
【００３７】
　また偽造、改竄を防止する方法の他の方法として、通常の絵柄（８１）の一部に図８に
示すように、ドットの周辺の絵柄、色調と違和感なく溶け込むようにドットパターン（８
２）を形成しておく。この時に通常の絵柄を構成している網点と重なりあっても良い。
【００３８】
　また、図７図に示す如く、右目（７１）と左目（７２）の視差を用いて、ハエの目レン
ズ（７３）を通した場合、別々の視差を有する画像が見えるように右目で見るドットパタ
ーン（７５）および左目で見るドットパターン（７４）を設けることにより、立体画像を
現すことができる。
【００３９】
　ドットパターンは、媒体に印刷により形成することができ、ドットパターンを有する表
示媒体を作製することができる。ここで用いる印刷方法としては、オフセット、グラビア
、凸版、スクリーンなど既存の印刷技術を用いることができ、媒体は、紙、樹脂フィルム
、金属箔など通常印刷に用いる材質のものが挙げられる。
【００４０】
　また、ドットパターン媒体の形成に情報処理機器に接続したプリンタを用いた場合には
、情報処理機器（コンピュータ）で処理され作製された画像のドットパターンを形成した
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表示媒体を作製することができる。又、ナンバリングされた証券媒体などの番号と関連し
たドットパターンを形成することにより、セキュリティー性が向上する。
【００４１】
　本発明で使用するレンズアレイは、２次元に配列した場合はハエの目レンズ、ハニカム
レンズであり、１次元に配列した場合はレンチキュラーである。
【００４２】
【実施例】
　通常の画像中に「Ｔ」（８２）の文字を矩形ドットとして、「ＣＯＰＹ」（８３）の文
字をスクリーン線数が大きいドットパターンとし、周りの通常の絵柄に溶け込むようにし
たドットで図８に示すような画像をコンピュータ上で作製し、フィルム出力機でＹ、Ｍ、
Ｃ、Ｋ用の４枚のフィルムを作製し、印刷版を作製し、オフセット印刷機を用いて印刷し
て媒体を得た。
【００４３】
　このものは、一見、通常の画像であるが、ハエの目レンズを通して見ると、「Ｔ」、「
ＣＯＰＹ」の文字が現れ、潜像媒体として機能した。
　また、印刷によって得られた媒体をカラーコピーし、コピーして得られたものは、スク
リーン線数の大きなドットで作製された「ＣＯＰＹ」のいう文字が潰れて現れて偽造、改
竄の牽制媒体として機能した。
【００４４】
【発明の効果】
　本発明は、上記に記述したように複数のカラー画像を構成するドットを一のセルに設け
ることで、画像が変化するチェンジング、画像が動きを持つアニメーション画像を実現す
ることができる。また、ドットパターンが視差を有する画像である場合には、立体画像を
得ることができる。
【００４５】
　また、ドットパターンを構成するそれぞれのドットに隣接しドットとは異なる色で、ド
ットと等面積を有する領域部分を設けた疑似ドットを設け、ドットパターンをカモフラー
ジュすることで、どのような潜像（隠し絵）が埋め込まれているか判らなくしているので
、偽造、改竄等が困難となる。従って、有価証券と偽造防止対策に有効な手段となる。
【００４６】
　また、通常の絵柄の一部に本発明のドットパターンを通常の絵柄と違和感なく埋め込む
ことで、どのような潜像（隠し絵）が埋め込まれているか判らなくしているので、偽造、
改竄等が困難となる。従って、有価証券と偽造防止対策に有効な手段となる。
【００４７】
　また、ドットパターン表示媒体にレンズアレイを置き、特定の画像が現れるか否かによ
って真偽判定ができ、更に複製する場合解像できないようなスクリーン線数或いはスクリ
ーン角度でドットパターンを形成することで偽造、改竄防止の効果が生じる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明で用いるハエの目レンズの平面図である。
【図２】　図１のＸ－Ｘにおける断面図である。
【図３】　ドットパターンおよびドットパターンにハエの目レンズを通したときに現れる
画像を説明するものであり、
（ａ）は、ドットパターンを有する表示媒体の平面図、
（ｂ），（ｃ）は、表示媒体の各ドットに焦点を合わせた場合を説明する断面図
である。
【図４】　図３に於ける１のドットに焦点を合わせて場合に表示される像を示し、
（ａ）は、「Ｔ」の画像を構成するドットに焦点を合わせた場合、（ｂ）は「Ｏ」の画像
を構成するドットに焦点を合わせた場合に表示される像を示す。
【図５】　ドットパターンを構成するドットに隣接し、ドットとは異なる色で、ドットと
等面積を有する領域部分を設けた疑似ドットを用いたドットパターンを有する表示媒体を
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説明するものであり、
（ａ）、（ｂ）は疑似ドットを、（ｃ）はこの疑似ドットを有する表示媒体の概念平面図
である。
【図６】　スクリーン線数およびスクリーン角度を変えたドットおよびドットパターンを
説明するものであり、
（ａ）、（ｂ）はスクリーン線数およびスクリーン角度を変えたドットを、（ｃ）は、こ
のドットを有する表示媒体の概念平面図である。
【図７】　右目と左目の視差を用いて立体画像を表示する場合を説明する模式図である。
【図８】　通常の画像中にドットパターンを形成した一例を示す平面図である。
【図９】　従来の潜像パターンを設ける方法を説明するものであり、
（ａ）はスクリーン角度を変えて潜像を設けた概略平面図、
（ｂ）はモアレを生じさせるためのフィルムの概略平面図、
（ｃ）は（ａ）に（ｂ）を重ねた時にモアレによって生じた潜像を示す概略平面図、
をそれぞれ示す。
【符号の説明】
１１…ハエの目レンズ
１２…凸レンズ
１３…透明な平面版
２１…ハエの目レンズ
２２…凸レンズ
２３…透明な平面版
３０…表示媒体
３１…セル
３２ａ，３２ｂ…ドットパターン
４０…表示媒体
４１ａ，４１ｂ…疑似ドット
４２…ドット
５０…表示媒体
７１…右目
７２…左目
７４…右目で見るドットパターン
７５…左目で見るドットパターン
８０…表示媒体
８１…通常の画像
８２…ドットパターン潜像
８３…スクリーン線数が大きいドットパターン潜像
９１…隠しパターン（潜像）
９２…フィルム
９３…モワレにより現れた隠しパターン
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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